
 阿賀野市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和６年２月１９日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善 

 

阿賀野市規則第７号 

   阿賀野市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市職員の管理職手当の支給に関する規則（平成１６年阿賀野市規則第４２号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 別表中 

「 

消防の事務部局 消防長 ６級 ３４，４００円 

消防団事務局長 ６級 ３３，１００円 

５級 ３１，９００円 

(１) 消防次長 

(２) 署長 

(３) 課長 

５級 ２４，８００円 

                                      」 

を 

「 

消防の事務部局 消防長 ６級 ３４，４００円 

(１) 消防次長 

(２) 署長 

(３) 課長 

５級 ２４，８００円 

                                      」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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